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植
民
地
朝
鮮
の
メ
デ
ィ
ア
に
表
れ
た
日
本
及
び
日
本
人

田

JlI 

血

-
E

研
究
の
背
景

日
本
と
韓
国
は
二

O
O五
年
、
国
交
正
常
化
四

O
周
年
を
迎
え
る
。
両
国
は
こ
の
問
、
歴
史
問
題
に
お
い
て
少
な
か
ら
ぬ
課
題
を
残
し
な

が
ら
も
、
と
く
に
経
済
、
文
化
の
面
で
ほ
ぼ
着
実
に
協
力
・
交
流
関
係
を
築
い
て
き
た
。
最
近
の
韓
国
ド
ラ
マ
「
冬
の
ソ
ナ
タ
」
を
媒
体
と

す
る
日
本
で
の
韓
国
熱
は
、
両
国
関
係
の
一
定
の
成
熟
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
動
き
が
一
時
の
プ

l
ム
に
終
わ
ら
ず
、
さ
ら
に
緊
密
な
隣

国
関
係
を
つ
く
り
だ
す
テ
コ
に
な
る
か
ど
う
か
を
注
目
し
た
い
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
歴
史
の
相
互
理
解
が
不
十
分
な
二
国
間
関
係
は
決
し
て
正
常
な
状
態
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
原
因
で
摩
擦
が
再
燃
し

か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

欧
州
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
は
フ
ラ
ン
ス
と
の
間
で
ナ
チ
ス
に
よ
る
傷
跡
を
克
服
す
る
努
力
を
つ
づ
け
た
結
果
、
欧
州
統
合
へ
の
道
を
開
く

こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
日
本
は
半
世
紀
以
上
も
侵
略
の
清
算
を
な
い
が
し
ろ
に
し
た
た
め
、
韓
国
、
北
朝
鮮
、
ま
た
中
国
と
の

間
で
も
火
種
を
残
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
つ
い
最
近
で
も
、
サ
ッ
カ
ー
・
ア
ジ
ア
杯
で
の
中
国
人
の
反
日
行
動
で
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
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近
現
代
の
国
際
関
係
に
お
い
て
は
、
民
衆
の
思
考
と
行
動
が
大
き
な
カ
ギ
と
な
る
。

そ
し
て
民
衆
が
教
育
と
メ
デ
ィ
ア
情
報
に
も
っ
と
も

影
響
を
う
け
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
い
え
ば
、

そ
れ
ゆ
え
に
政
府
は
戦
前
、
新
聞
や
雑
誌
な
ど
の
統
制
に
最
重

196 

点
を
置
い
た
。
為
政
者
の
御
用
機
関
と
化
し
た
メ
デ
ィ
ア
が
民
衆
を
死
の
淵
に
導
い
た
事
実
は
、
太
平
洋
戦
争
に
お
け
る
日
本
の
例
を
は
じ

め
と
し
て
数
多
い
。
そ
れ
が
「
時
代
の
趨
勢
」
だ
っ
た
と
い
う
言
い
訳
は
、
メ
デ
ィ
ア
側
の
免
罪
符
に
な
ら
な
い
。

日
本
と
韓
国
、

さ
ら
に
広
く
日
本
と
朝
鮮
半
島
の
近
現
代
史
を
た
ど
れ
ば
、

メ
デ
ィ
ア
が
為
政
者
の
道
具
と
し
て
力
づ
く
の
植
民
地
支
配

を
徹
底
さ
せ
た
事
実
に
直
面
す
る
。

二
O
O五
年
は
ま
た
、
日
本
敗
戦
・
朝
鮮
半
島
解
放
か
ら
六

O
周
年
に
あ
た
る
。
敗
戦
五

O
年
を
過
ぎ
た
時
点
か
ら
、
日
本
の
侵
略
行
為

を
美
化
す
る
動
き
が
教
育
の
世
界
で
も
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
他
国
を
侵
し
た
過
去
を
擁
護
す
る
歴
史
教
科
書
が
、
公
立
学
校
で
採
択
さ

れ
る
最
近
の
状
況
下
で
、

メ
デ
ィ
ア
は
十
分
な
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
は
朝
日
新
聞
記
者
と
し
て
日
韓
国
交
か
ら
三
年
後
の
一
九
六
八
年
か
ら
、
強
制
連
行
や
祖
国
で
の
生
活
基
盤
を
失
っ
て
渡
日
を
余
儀
な

く
さ
れ
、
広
島
と
長
崎
で
原
爆
を
受
け
た
在
韓
被
爆
者
の
取
材
を
つ
づ
け
、

そ
れ
を
通
し
て
解
放
後
も
日
韓
の
は
ざ
ま
で
「
物
言
わ
ぬ
」
、

否
「
沈
黙
を
強
い
ら
れ
た
」
犠
牲
者
の
思
い
を
学
ん
だ
。

い
ま
、
研
究
者
の
立
場
か
ら
も
「
メ
デ
ィ
ア
が
伝
え
な
か
っ
た
歴
史
の
真
実
」
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
の
重
要
さ
を
訴
え
る
べ
く
、
ま
ず
、

日
本
及
び
日
本
人
が
植
民
地
下
の
朝
鮮
半
島
で
何
を
し
た
の
か
、
を
追
求
し
た
い
。

そ
れ
は
日
本
が
、

ア
ジ
ア
の
歴
史
に
何
を
刻
ん
で
き
た
の
か
、

そ
し
て
一
二
世
紀
に
日
本
は
何
を
世
界
に
発
信
で
き
る
の
か
、
を
問
う
作

業
で
も
あ
る
。

そ
の
時
間
軸
は
、
日
本
が
国
家
破
綻
へ
の
泥
沼
に
踏
み
込
ん
だ
日
露
戦
争
開
戦
の
一

O
O年
前
に
さ
か
の
ぼ
る
。



2.
概
要
と
特
徴
的
事
例

植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
政
策
を
備
撤
し
て
み
る
。

日
本
は
日
露
戦
争
の
勝
利
を
土
台
に
大
陸
侵
略
の
橋
頭
壁
と
し
て
朝
鮮
支
配
に
踏
み
出
し
、

一
九

O
五
年
に
統
監
府
を
置
き
、
朝
鮮
の
外

交
権
を
奪
っ
た
。

一
九
一

O
年
の
韓
国
併
合
か
ら
三
六
年
間
に
お
よ
ぶ
植
民
地
時
代
、
日
本
は
朝
鮮
総
督
府
を
通
じ
て
「
内
鮮
一
体
」
を
ス

ロ
l
ガ
ン
に
掲
げ
て
侵
略
政
策
を
推
し
進
め
た
。
そ
の
言
論
政
策
は
「
啓
蒙
」
を
装
い
つ
つ
、
内
実
は
朝
鮮
に
対
す
る
蔑
視
と
抑
圧
で
あ

り
、
朝
鮮
人
の
自
由
と
伝
統
文
化
の
圧
殺
・
同
化
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
民
衆
の
抵
抗
に
あ
い
、
武
断
政
治
か
ら
転
換
し
た
文
化
政
治
の
下
で
許

容
さ
れ
た
民
族
紙
も
戦
争
動
員
体
制
が
強
ま
る
な
か
で
廃
刊
に
追
い
込
ま
れ
、
御
用
新
聞
・
雑
誌
が
横
行
し
た
。
そ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
に
表

れ
た
日
本
人
の
言
動
は
倣
慢
で
あ
り
、
当
時
の
朝
鮮
民
衆
が
強
制
的
に
戦
時
体
制
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
対
し
て
、
「
一
視
同
仁
」
の
名

の
下
に
恩
着
せ
が
ま
し
い
態
度
に
終
始
し
た
。

日
本
の
植
民
地
支
配
に
つ
い
て
、
「
あ
の
時
代
だ
っ
た
か
ら
仕
方
が
な
い
」
と
擁
護
す
る
主
張
が
あ
況
が
、
そ
の
当
時
す
で
に
民
主
や
人

権
の
理
念
は
普
遍
的
な
価
値
観
で
あ
っ
た
。

植
民
地
朝
鮮
の
メ
デ
ィ
ア
を
通
観
し
て
衝
撃
的
な
記
事
の
一
つ
は
、
雑
誌
「
三
千
髭
」

一
九
四

O
年
七
月
号
の
「
志
願
兵
十
万
突
破
記

念
特
集
」
に
あ
る
。
当
時
、
皇
民
化
教
育
を
推
進
し
た
組
織
で
あ
る
緑
旗
連
盟
婦
人
部
の
津
田
節
子
の
撤
文
が
次
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て

い
る
。

志
願
兵
訓
練
所
と
い
う
生
活
学
校
は
、
日
本
男
子
を
作
り
上
げ
る
学
校
で
あ
り
、
か
つ
朝
か
ら
晩
ま
で
の
人
間
ら
し
い
よ
い
生

活
を
教
え
る
所
で
す
。
(
:
:
:
)
こ
れ
か
ら
の
日
本
に
是
非
必
要
な
人
聞
は
し
っ
か
り
し
た
国
体
信
念
を
持
ち
、
本
気
で
力
一
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杯
生
活
す
る
人
間
で
す
。
(
:
:
:
)
そ
の
心
に
そ
の
魂
に
、
皇
国
に
対
す
る
鉄
の
如
き
信
念
が
打
ち
込
ま
れ
て
い
る
の
で
す
か

ら
、
こ
れ
こ
そ
新
日
本
を
に
な
う
第
一
の
青
年
達
で
あ
り
ま
す
。
志
願
兵
の
方
々
は
訓
練
所
を
卒
業
し
て
か
ら
各
隊
に
配
属
さ

198 

れ
、
ま
た
華
々
し
く
第
一
線
に
ま
で
送
り
出
さ
れ
る
事
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
『
立
派
に
死
ん
で
帰
れ
、
墓
守
り
は
必
ず
し
て
や

る
』
と
海
田
大
佐
は
お
励
ま
し
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。
立
派
な
帝
国
軍
人
に
な
る
方
で
す
も
の
。

そ
う
で
し
ょ
う
。
し
か
し

ま
た
、

め
で
た
く
凱
旋
さ
れ
た
あ
か
つ
き
に
は
半
島
生
活
革
新
の
第
一
線
の
勇
士
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
ま
す
。
〈
旧
仮
名
遣
い

は
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
た
。
以
下
同
様
〉

後
述
す
る
が
、
日
中
戦
争
が
激
化
す
る
な
か
で
一
九
三
八
年
、
「
陸
軍
特
別
志
願
兵
令
」
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
朝
鮮
人
志
願
兵
制
は

や
が
て
徴
兵
制
へ
と
至
る
、
力
を
背
景
に
し
た
兵
力
動
員
で
あ
っ
た
。
こ
の
発
言
に
は
朝
鮮
青
年
の
命
を
奪
う
こ
と
へ
の
痛
み
を
感
じ
な
い

ど
こ
ろ
か
、
「
皇
恩
」

の
押
し
つ
け
を
当
然
と
す
る
当
時
の
日
本
人
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
!
の
心
情
が
如
実
に
語
ら
れ
て
い
る
。

以
下
、
日
本
が
韓
国
統
監
府
を
置
い
た
一
九

O
五
年
か
ら
一
九
四
五
年
八
月
の
植
民
地
終
意
ま
で
、
第
一
期
か
ら
第
四
期
ま
で
時
代
区
分

を
も
う
け
て
、
植
民
地
支
配
下
の
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
状
況
に
表
れ
た
日
本
国
家
の
政
策
と
、
当
時
の
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
人
の

言
動
に
つ
い
て
述
べ
る
。

韓
国
併
合
を
先
導
し
た
御
用
新
聞

第
一
期

保
護
統
治

1
併
合
・
武
断
統
治
時
代
(
一
九

O
五
1
一
九
一
九
年
)



【
主
要
な
事
件
】

一
九

O
四
年
八
月

日
韓
協
約
を
調
印
1
朝
鮮
に
財
政
・
外
交
の
顧
問
を
派
遣

一
九

O
五
年
一
一
月

第
二
次
日
韓
協
約
を
調
印
(
乙
己
保
護
条
約
)
H
外
交
権
を
奪
う

一
二
月

韓
国
統
監
府
設
置

一
九

O
七
年
七
月

第
三
次
日
韓
協
約
調
印
H

内
政
を
監
督
、
韓
国
軍
隊
を
解
散

一
九
一

O
年
八
月

韓
国
併
合
条
約
を
調
印
↓
朝
鮮
総
督
府
設
置

-
統
監
|
|
伊
藤
博
文
、
曾
禰
荒
助
、
寺
内
正
毅

-
総
督
|
|
寺
内
、
長
谷
川
好
道

初
代
韓
国
統
監
だ
っ
た
伊
藤
博
文
は
言
論
統
制
の
手
段
と
し
て
統
監
府
設
置
の
翌
年
、
機
関
紙
「
京
城
日
報
」
を
創
刊
し
だ
。
そ
の
論
調

は
伊
藤
が
当
初
、
統
治
の
た
め
の
懐
柔
策
を
と
っ
た
こ
と
か
ら
比
較
的
に
穏
健
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
統
制
色
を
強
め
、
韓
国
併
合
(
一
九

一
O
年
)
の
先
導
役
を
果
た
し
た
。

初
代
朝
鮮
総
督
の
寺
内
正
毅
は
憲
兵
を
主
力
と
す
る
武
断
統
治
を
行
い
、
新
聞
・
出
版
に
対
し
て
は
総
督
府
機
関
紙
と
在
留
日
本
人
経
営

の
新
聞
を
除
い
て
す
べ
て
買
収
や
廃
刊
に
追
い
込
ん
だ
。

朝
鮮
に
は
一
九
世
紀
末
以
来
、
複
数
の
民
族
紙
が
あ
っ
て
日
本
の
侵
略
に
抵
抗
し
た
が
、
併
合
と
と
も
に
全
部
姿
を
消
し
た
。
唯
一
残
つ

の
存
在
理
由
と
し
て
、
両
紙
の
監
督
(
経
営
)
を
任
さ
れ
た
徳
富
蘇
峰
は
「
天
皇
陛
下
の
至
仁
至
愛
、

日
鮮
人
一
視
同
仁
の
思
召
を
奉
戴
し
、
こ
れ
を
朝
鮮
人
に
宣
伝
す
る
に
あ
り
」
と
の
訓
示
を
述
べ
灯
。

一
方
、
邦
字
紙
は
民
族
紙
よ
り
早
く
登
場
し
、
反
日
運
動
に
対
す
る
強
硬
な
抑
圧
を
唱
え
幻
。
こ
れ
ら
邦
字
紙
の
ソ
ウ
ル
駐
在
記
者
た
ち

た
京
城
日
報
姉
妹
紙
の
「
毎
日
申
報
」

植民地朝鮮のメディアに表れた日本及び日本人199 



は
「
京
城
記
者
団
」
と
い
う
親
睦
団
体
を
つ
く
り
、
併
合
政
策
実
現
に
向
け
た
政
治
活
動
を
行
っ
た
。

同
記
者
団
は
、

一
九

O
七
年
に
オ
ラ
ン
ダ
の
ハ

l
グ
で
聞
か
れ
た
万
国
平
和
会
議
に
韓
国
皇
帝
が
密
使
を
送
り
、
日
本
の
侵
略
を
訴
え
た

200 

事
件
を
機
に
併
合
を
主
張
し
、
さ
ら
に
一
九

O
九
年
、
安
重
根
が
伊
藤
博
文
を
射
殺
し
た
事
件
で
、
曾
禰
統
監
に
対
し
て
「
こ
の
た
び
の
凶

変
は
排
日
の
表
現
で
あ
る
か
ら
、
将
来
の
禍
根
を
断
つ
た
め
に
、
対
韓
政
策
上
に
最
後
の
解
決
を
示
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
進
言
を
曽
禰

統
監
に
行
っ
た
。

同
年
一
一
月
、
記
者
団
は
次
の
よ
う
な
宣
言
書
を
発
表
し
、
完
全
な
併
合
の
即
時
決
行
を
促
し
た
。

世
界
の
強
大
国
が
自
主
独
立
の
能
力
な
き
弱
小
国
を
併
せ
、
文
明
の
徳
政
を
布
き
、
人
類
の
幸
福
を
進
め
た
る
は
古
今
東
西
の

歴
史
に
そ
の
類
例
乏
し
か
ら
ず
。
殊
に
利
害
共
通
の
関
係
も
っ
と
も
密
接
せ
る
日
韓
両
国
が
勢
い
の
お
も
む
く
と
こ
ろ
、

に
併
合
の
止
む
べ
か
ら
ざ
る
は
中
外
の
と
も
に
こ
れ
を
一
認
識
し
た
る
と
こ
ろ
(
:
:
:
)
。

っ
しh

こ
う
し
た
「
京
城
記
者
団
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
記
者
組
織
の
あ
り
方
は
、
「
政
府
や
自
治
体
と
の
密
着
」
を
批
判
さ
れ
が
ち
な
現
在
の

記
者
ク
ラ
ブ
制
度
を
巡
る
論
議
の
源
流
を
考
え
る
手
が
か
り
に
な
る
。

II 

強
権
政
治
転
換
し
一
時
宥
和
策

第
二
期

文
化
政
治
期

1
満
州
事
変
(
一
九
一
九

1
一
九
三
二
年
)

【
主
要
な
事
件
】

一
九
一
九
年
三
月

三
・
一
独
立
運
動



一
九
二

O
年
三
月

朝
鮮
日
報
創
刊

東
亜
日
報
創
刊

四
月

一
二
月

産
米
増
殖
計
画
を
策
定
H

日
本
内
地
の
食
糧
問
題
解
決
ヘ

一
九
二
六
年
六
月

六
・
一

O
万
歳
運
動

一
九
二
八

1
二
九
年

元
山
労
働
者
ゼ
ネ
ス
ト

一
九
二
九
年
二
月

1
三
O
年
三
月

光
州
学
生
運
動

-
総
督
|
!
斎
藤
実
、
宇
垣
一
成
(
代
理
)
、
山
梨
半
造
、
斎
藤
実
(
再
)
、
宇
垣

一
九
一
九
年
三
月
、
日
本
の
圧
政
に
抗
す
る
朝
鮮
民
衆
の
三
・
一
独
立
運
動
に
よ
っ
て
、
日
本
は
統
制
の
手
を
緩
め
て
「
文
化
政
治
」
に

転
換
し
、
斎
藤
実
総
督
の
宥
和
政
策
の
下
で
朝
鮮
日
報
(
一
九
二

O
年
三
月
創
刊
)
、
東
亜
日
報
(
同
四
月
創
刊
)
、
中
外
日
報
(
一
九
二
三

年
一
一
月
創
刊
、
三
二
年
二
月
に
朝
鮮
中
央
日
報
と
改
題
)
の
三
つ
の
民
族
紙
の
発
行
が
許
さ
れ
た
。

代
表
的
民
族
紙
の
地
位
を
占
め
た
東
亜
日
報
は
一
九
二

O
年
四
月
一
日
の
創
刊
号
で
マ
朝
鮮
民
衆
の
表
現
機
関
を
自
任
マ
民
主
主
義
を
支

持
マ
文
化
主
義
を
提
唱
|
!
と
い
う
三
大
綱
領
を
掲
げ
て
発
足
し
た
。
第
一
次
大
戦
後
の
当
時
、
民
主
主
義
は
世
界
的
な
思
潮
で
は
あ
っ
た

が
、
植
民
地
下
で
民
族
紙
が
堂
々
と
「
民
主
主
義
支
持
」
を
宣
言
し
た
こ
と
は
極
め
て
注
目
に
値
す
る
。
だ
が
、
同
紙
の
創
刊
の
辞
は
「
本

社
の
前
途
は
甚
だ
険
し
い
。
そ
の
運
命
を
だ
れ
が
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
だ
民
衆
の
友
と
し
て
生
死
進
退
を
と
も
に
し
た
い

と
願
う
の
み
で
あ
る
」
と
、
す
で
に
当
局
の
弾
圧
を
予
期
し
て
い
た
。
実
際
、
同
紙
は
創
刊
後
一

0
年
間
で
計
三
回
、
二
八

O
余
日
間
に
及

ぶ
停
刊
処
分
の
ほ
か
、
押
収
、
配
布
禁
止
な
ど
の
圧
迫
を
数
多
く
受
け
た
。

同
紙
が
「
政
策
の
強
行
|
|
国
家
存
立
の
意
義
|
|
」
と
題
し
て
掲
載
、
押
収
さ
れ
た
一
九
二
五
年
九
月
二
一
日
付
の
社
説
は
「
現
下
の
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朝
鮮
で
実
行
さ
れ
て
い
る
政
策
の
よ
う
な
も
の
は
、
一
般
民
衆
の
実
際
生
活
に
は
何
ら
関
わ
り
の
な
い
政
策
で
あ
っ
て
、
(
:
:
:
)
自
分
た

ち
の
立
場
と
利
害
だ
け
に
昏
酔
し
、
権
力
を
濫
用
し
て
、
糊
塗
と
高
圧
の
み
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
一
般
民
衆
を
害
し
、
自
己
を
も
損
な

う
妄
動
で
な
く
し
て
何
で
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
、
文
化
政
治
の
限
界
を
指
摘
し
た
。

202 

具
体
的
な
政
策
例
と
し
て
同
紙
は
次
の
よ
う
に
記
し
た
(
一
九
二
六
年
一
一
月
二
二
日
付
社
説
「
朝
鮮
の
小
作
問
題
」

H

押
収
)
。

朝
鮮
の
鉄
道
と
電
信
電
話
と
道
路
と
そ
の
他
の
文
明
の
利
器
は
現
在
、
朝
鮮
人
の
生
産
力
に
比
べ
て
過
度
の
発
達
を
し
た
。
こ

れ
は
朝
鮮
人
の
生
活
の
必
要
上
、
必
然
的
に
発
達
し
た
も
の
で
は
な
く
、
日
本
人
の
生
活
の
必
要
上
、
朝
鮮
人
に
負
担
さ
せ
る

も
の
だ
と
見
る
理
由
が
あ
る
。
(
:
:
:
)
京
城
(
現
ソ
ウ
ル
)
そ
の
他
の
都
市
の
華
麗
と
官
庁
、
学
校
、
警
察
庁
舎
の
過
分
に
高

価
な
建
物
(
:
:
:
)
ま
た
朝
鮮
民
衆
の
富
力
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
高
級
吏
員
が
み
だ
り
に
多
い
こ
と
な
ど
は
、
朝
鮮
人
が
土
地

を
失
う
間
接
的
な
が
ら
重
大
な
原
因
と
な
っ
た
。

二
視
同
仁
」

の
実
体
は
統
治
強
化
に
主
な
目
的
が
あ
り
、
植
民
地
化
に
よ
っ
て
朝
鮮
民
衆
の
生
活
は
低
落
を
た
ど
っ
た
こ
と
が
、
こ
れ

ら
の
社
説
に
示
さ
れ
て
い
る
。

文
化
政
治
の
末
期
に
は
新
た
な
抗
日
運
動
や
労
働
者
の
ゼ
ネ
ス
ト
な
ど
が
起
き
、
治
安
維
持
法
制
定
(
一
九
二
五
年
)
後
の
日
本
で
社
会

主
義
運
動
に
対
す
る
弾
圧
が
強
ま
る
に
つ
れ
て
、
総
督
府
は
再
び
硬
直
し
た
政
策
に
戻
っ
た
。

皿

総
動
員
体
制
の
先
兵
に

第
三
期

満
州
事
変
勃
発

1
太
平
洋
戦
争
(
一
九
三
一

1
一
九
四
一
年
)



【
主
要
な
事
件
】

一
九
二
二
年
九
月

一
九
三
八
年
四
月

五
月

七
月

一
九
三
九
年
1

一
九
四

O
年
二
月

八
月

一
九
四
一
年
二
月

満
州
事
変
勃
発

朝
鮮
語
を
使
用
禁
止
に
(
同
三
月
の
教
育
令
改
正
に
よ
る
)

陸
軍
志
願
兵
制
度
を
公
布

国
家
総
動
員
法
を
朝
鮮
に
施
行

国
民
精
神
総
動
員
朝
鮮
連
盟
を
結
成

強
制
労
務
動
員

創
氏
改
名
を
実
施

東
亜
日
報
、
朝
鮮
日
報
が
廃
刊

朝
鮮
思
想
犯
予
防
拘
禁
令
を
公
布

-
総
督
|
|
宇
垣
、
南
次
郎

一
九
三
二
年
の
満
州
事
変
を
機
に
日
本
は
朝
鮮
を
大
陸
侵
攻
の
「
兵
姑
基
地
」
と
し
、
戦
争
動
員
体
制
を
強
め
た
。
朝
鮮
人
は
戦
争
遂
行

の
た
め
の
労
働
力
、
戦
闘
要
員
と
し
て
駆
り
出
さ
れ
、
民
族
紙
は
廃
刊
に
追
い
や
ら
れ
た
。

総
動
員
体
制
の
下
で
朝
鮮
人
の
皇
民
化
を
徹
底
す
る
た
め
に
「
内
鮮
一
体
」
が
強
引
に
進
め
ら
れ
、
な
か
で
も
朝
鮮
固
有
の
姓
を
奪
っ
て

起
こ
し
た
。

日
本
式
の
名
前
に
変
え
さ
せ
る
「
創
氏
改
名
」
(
一
九
四

O
年
二
月
施
行
)
は
儒
教
的
伝
統
を
重
ん
じ
る
朝
鮮
人
社
会
に
パ
ニ
ッ
ク
を
引
き

京
城
日
報
は
事
前
の
社
説
「
創
氏
・
姓
制
実
施
近
し
、
新
生
活
へ
の
喜
び
を
全
鮮
で
頒
て
」
(
同
一
月
三

O
日
付
)
で
、
創
氏
改
名
は
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「
不
合
理
の
み
に
充
ち
満
ち
た
阻
習
に
対
し
断
乎
と
し
て
訣
別
を
告
げ
、
近
代
人
的
な
否
人
間
的
な
新
生
活
に
向
か
っ
て
新
た
に
発
足
す
る

こ
と
を
意
味
す
る
」
と
し
て
、
創
氏
改
名
に
従
う
者
を
「
近
代
人
」
と
規
定
す
る
一
方
、
「
(
妨
害
行
為
を
す
る
)
不
心
得
な
分
子
を
制
し
て
、

遅
れ
が
ち
な
大
衆
に
も
斉
し
く
新
生
活
へ
の
出
発
の
喜
び
を
分
か
つ
べ
く
、
先
進
者
と
し
て
努
力
を
惜
し
ん
で
は
な
ら
ぬ
」
と
説
き
、
不
心

204 

得
分
子
を
「
時
代
の
落
伍
者
」
と
決
め
付
け
た
。

「
お
そ
ろ
い
で
六
警
官
、
西
大
門
署
か
ら
創
氏
へ
名
乗
り
」
(
同
一
月
二
四
日
付
)
、
「
(
京
城
府
課
長
、
光
州
地
検
な
ど
)
お
歴
々
の
創
氏
、

ズ
ラ
リ
と
十
一
名
改
名
」
(
三
月
五
日
付
)
な
ど
と
協
力
者
を
持
ち
上
げ
る
一
方
、
従
わ
な
い
者
を
排
除
し
、
朝
鮮
人
同
士
で
競
わ
せ
る
と

い
う
典
型
的
な
植
民
地
統
治
の
手
法
で
施
策
の
徹
底
を
図
つ
が
)
。

創
氏
改
名
と
前
後
し
て
、
国
家
総
動
員
法
が
朝
鮮
で
も
施
行
さ
れ
(
一
九
三
八
年
)
、
強
制
労
務
動
員
が
始
ま
る
(
一
九
三
九
年
)
な
か
、

国
民
総
力
朝
鮮
連
盟
が
発
足
し
た
(
一
九
四

O
年
)
。
さ
ら
に
朝
鮮
思
想
犯
予
防
拘
禁
令
が
公
布
さ
れ
た
(
一
九
四
一
年
二
月
)
。
こ
こ
で
も

京
城
日
報
は
「
断
乎
・
鉄
槌
を
下
せ
」
と
題
す
る
社
説
(
同
年
一
月
二
六
日
付
)
で
「
朝
鮮
に
お
い
て
は
い
か
な
る
理
論
、
思
想
と
い
え
ど

も
そ
れ
が
反
国
家
的
、
反
統
治
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
軽
挙
妄
動
は
い
さ
さ
か
た
り
と
も
許
さ
れ
ぬ
。
時
局
は
益
々
重
大
で
あ
る
。
我
ら

は
半
島
大
衆
が
内
鮮
一
体
の
大
姉
(
は
い
H

旗
)
の
下
に
国
民
総
力
運
動
に
一
路
逼
進
せ
ん
こ
と
を
切
望
し
て
や
ま
な
い
。
と
同
時
に
当
局

が
温
情
を
排
し
、
断
乎
と
し
て
鉄
の
規
律
を
も
っ
て
臨
ま
れ
ん
こ
と
を
希
求
し
て
や
ま
ぬ
」
と
し
て
、
思
想
取
締
り
強
化
を
訴
え
た
。

そ
う
し
た
状
況
下
、
民
族
紙
は
植
民
地
経
済
下
で
大
衆
の
暮
ら
し
が
圧
迫
さ
れ
る
実
情
を
訴
え
た
。

東
亜
日
報
は
「
朝
鮮
民
衆
の
負
担
を
軽
減
せ
よ
」
と
す
る
社
説
(
一
九
三
二
年
三
月
六
日
付
)
で
、
「
世
界
恐
慌
の
一
部
分
と
し
て
の
朝

鮮
の
経
済
恐
慌
は
、
朝
鮮
民
衆
の
大
部
分
に
対
し
て
最
も
過
酷
な
農
村
恐
慌
を
も
た
ら
し
、
全
民
族
的
な
危
機
を
醸
成
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
(
:
:
:
)
民
衆
の
声
は
一
斉
に
負
担
の
軽
減
を
絶
叫
す
る
運
動
と
し
て
表
れ
て
い
る
。
(
:
:
:
)
唯
一
の
道
は
直
接
及
び
間
接
の
公
課
金

を
免
除
ま
た
は
軽
減
す
る
こ
と
に
あ
る
」
(
一
九
コ
二
年
三
月
六
日
)
な
ど
と
、
租
税
と
労
力
負
担
の
過
重
是
正
を
主
張
し
た
。

同
紙
は
一
九
三
九
年
暮
れ
、
平
壌
の
土
幕
民
(
穴
倉
生
活
者
)
ル
ポ
を
報
じ
た
。
農
村
の
窮
迫
で
離
村
し
た
下
層
の
小
作
農
た
ち
が
都
市



に
流
入
し
、
極
貧
生
活
を
す
る
姿
で
あ
幻
。
「
橋
の
た
も
と
に
穴
を
掘
り
、
む
し
ろ
と
板
囲
い
だ
け
の
あ
ば
ら
や
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
北

極
で
も
な
い
の
に
部
屋
の
中
で
凍
え
死
ぬ
不
幸
と
恨
み
が
集
落
に
は
絶
え
な
い
。
寒
さ
が
募
っ
て
働
け
な
く
な
れ
ば
、

か
か
あ
と
老
婆
た
ち

は
金
持
ち
の
家
を
物
貰
い
に
訪
ね
歩
く
」
(
同
年
二
一
月
一
四
日
付
)
。

朝
鮮
日
報
は
一
九
四

O
年
五
月
一
九
日
付
「
学
習
ぺ

l
ジ
」
に
「
米
」
と
題
し
た
尋
常
小
学
生
の
作
文
を
掲
載
し
よ
う
と
し
た
。
「
昨
年

は
凶
年
で
米
が
不
足
し
、
大
変
困
難
し
て
お
り
ま
す
。
(
:
:
:
)
私
ど
も
の
(
仁
川
)
金
谷
町
に
は
ま
だ
(
配
給
)
伝
票
が
来
な
い
の
で
、
午

後
三
時
ご
ろ
か
ら
米
屋
の
前
に
何
か
見
世
物
で
も
あ
る
よ
う
に
混
雑
し
ま
す
。
て
ん
で
に
先
に
買
お
う
と
押
し
た
り
引
っ
張
っ
た
り
す
る
様

は
全
く
見
る
に
堪
え
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
に
骨
を
折
っ
て
も
米
一
升
麦
一
升
よ
り
く
れ
ま
せ
ん
」
。

し
か
し
、
当
局
は
失
政
を
覆
い
隠
す
た

め
だ
ろ
う
、
こ
の
よ
う
な
子
供
の
作
文
さ
え
没
収
し
、
読
者
の
目
に
は
届
か
な
か
っ
た
(
朝
鮮
総
督
府
警
務
局
図
書
課
刊
「
諺
文
新
聞
差
押

記
事
輯
録
」
昭
和
十
五
年
八
月
H

日
本
語
訳
)
。

こ
う
し
た
民
族
紙
は
日
中
戦
争
(
一
九
三
七
年
)
以
後
、

そ
の
存
続
を
維
持
す
る
た
め
に
批
判
的
論
調
を
失
っ
て
い
た
が
、
「
国
語
常
用

つ
い
に
一
九
四

O
年
八
月
一

O
目
、
「
国
策
に
順
応
」
と
い
う
名
目
で
両
紙

論
」
が
強
ま
る
な
ど
言
論
統
制
が
一
層
厳
し
く
な
る
な
か
で
、

(ω) 

と
も
廃
刊
さ
せ
ら
れ
た
。
朝
鮮
中
央
日
報
も
同
九
月
、
廃
刊
に
至
っ
た
。

東
亜
日
報
の
場
合
、

一
九
三
六
年
ベ
ル
リ
ン
五
輪
の
マ
ラ
ソ
ン
で
優
勝
し
表
彰
台
に
立
つ
孫
基
禎
選
手
の
胸
の
日
の
丸
を
抹
消
し
て
八
月

二
五
日
夕
刊
紙
面
に
載
せ
た
た
め
、
同
社
の
編
集
幹
部
ら
多
数
が
警
察
に
連
行
さ
れ
、
う
ち
八
人
は
四

0
日
間
に
わ
た
り
厳
し
い
取
調
べ
を

受
け
た
。
同
紙
は
総
督
府
に
よ
り
同
二
九
日
付
で
発
行
停
止
処
分
と
な
っ
た
。
「
日
章
旗
抹
消
事
件
」
と
し
て
知
ら
れ
る
こ
の
事
態
は
、
改

め
て
民
族
感
情
を
鼓
舞
し
的
。

京
城
日
報
は
こ
の
「
事
件
」
に
つ
い
て
、
東
亜
日
報
の
態
度
は
「
内
鮮
一
如
、
鮮
満
相
依
、
日
満
一
体
の
宏
図
を
遂
げ
ん
と
す
る
国
民
一

致
の
精
進
と
努
力
に
対
す
る
反
抗
で
あ
る
こ
と
は
覆
う
こ
と
が
で
き
ぬ
」
と
非
難
し
、
「
断
乎
た
る
処
置
を
と
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ

る
」
と
断
罪
し
た
(
同
八
月
二
九
日
付
社
説
)
。
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同
紙
は
東
亜
日
報
、
朝
鮮
日
報
の
廃
刊
に
つ
い
て
「
歴
史
の
転
回
は
二
大
諺
文
紙
を
し
て
そ
の
枝
頭
を
離
れ
し
め
た
が
、
半
島
の
文
化
は

こ
れ
に
よ
っ
て
国
語
の
系
統
に
浬
融
す
る
機
縁
を
促
進
せ
ら
れ
、
半
島
の
生
命
は
日
本
歴
史
の
本
流
の
中
に
新
た
な
る
生
命
の
発
展
を
喚
起

206 

来
る
に
相
違
な
い
」
と
突
き
放
し
た
(
八
月
一
一
日
付
社
説
)
。

W 

徴
兵
制
は
「
道
義
」

第
四
期

【
主
要
な
事
件
】

一
九
四
一
年
一
二
月

一
九
四
二
年
五
月

一
九
四
三
年
一
一
月

一
九
四
四
年
二
月一O

月

一
九
四
五
年
八
月

太
平
洋
戦
争

1
敗
戦
(
一
九
四
一

1
一
九
四
五
年
)

日
本
、
真
珠
湾
攻
撃
し
米
英
に
宣
戦
布
告
H

太
平
洋
戦
争

朝
鮮
に
徴
兵
制
実
施
を
発
表

↓
一
九
四
四
年
か
ら
実
施

朝
鮮
人
学
徒
特
別
志
願
兵
制
の
実
施
を
発
表

総
督
府
、
重
要
工
場
な
ど
へ
徴
用
(
一
般
国
民
徴
用
令
)

問
、
全
面
的
徴
用
を
実
施

日
本
降
伏
、
朝
鮮
解
放

-
総
督
ー
|
南
、
小
磯
国
昭
、
阿
部
信
行

一
九
四
一
年
に
太
平
洋
戦
争
が
始
ま
り
、
つ
い
に
朝
鮮
人
に
対
す
る
徴
兵
制
が
実
施
さ
れ
た
(
一
九
四
四
年
)
。
「
帝
国
の
聖
戦
」
遂
行
の

た
め
、
数
多
く
の
徴
用
が
行
わ
れ
、
兵
器
や
軍
需
物
資
の
生
産
、
ま
た
食
糧
の
供
出
な
ど
多
大
な
犠
牲
が
強
い
ら
れ
た
。



朝
鮮
に
対
す
る
こ
う
し
た
強
制
動
員
は
、
内
鮮
一
体
政
策
を
さ
ら
に
強
め
る
な
か
で
正
当
化
が
図
ら
れ
た
。
小
磯
総
督
は

「
道
義
朝
鮮
」

の
確
立
を
打
ち
出
し
た
が
、
こ
れ
は
朝
鮮
人
に
「
日
本
精
神
」
を
強
要
し
、
戦
時
動
員
体
制
の
完
遂
を
め
ざ
す
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
。

す
で
に
一
九
三
八
年
か
ら
朝
鮮
語
の
使
用
を
禁
止
し
て
い
た
総
督
府
が
こ
の
時
期
、
「
国
語
常
用
運
動
」
に
拍
車
を
か
け
た
の
も
道
義
朝

鮮
実
現
の
一
環
で
あ
っ
た
。

一
九
四
二
l

四
三
年
、
朝
鮮
語
辞
典
の
編
集
に
参
加
し
た
ハ
ン
グ
ル
学
者
三
三
人
が
治
安
維
持
法
違
反
で
検

は
、
民
族
固
有
の
言
葉
ま
で
奪
う
植
民
地
統
治
の
過
酷
さ
を
象
徴
し
て
い
る
。

挙
、
投
獄
さ
れ
た

「
朝
鮮
語
学
会
事
件
」

し
か
し
、
京
城
日
報
は
当
時
、
「
内
鮮
一
体
は
国
語
か
ら
」
と
い
う
企
画
記
事
を
連
載
し
、
「
国
語
常
用
の
家
」
を
表
彰
す
る
行
事
ま
で
主

催
し
た
。

ス
タ
ー
ト
の
記
事
(
四
二
年
五
月
二
二
日
付
)
に
登
場
し
た
創
氏
改
名
済
み
の
一
家
を
「
二

O
年
前
か
ら
国
語
一
本
で
押
し
通
し

生
活
様
式
も
内
地
人
同
様
、
朝
鮮
語
を
全
然
知
ら
な
い
と
い
う
明
る
く
、
正
し
く
育
っ
た
子
供
た
ち
を
囲
ん
で
心
身
と
も
に
皇
民
に
な
り
き

っ
た
明
朗
一
家
」
と
ほ
め
そ
や
し
て
い
る
。

京
城
日
報
は
、
朝
鮮
へ
の
徴
兵
制
実
施
発
表
に
つ
い
て
「
蟻
烈
な
る
要
望
結
実
。
内
鮮
一
体
こ
こ
に
全
し
」
と
の
大
見
出
し
で
報
じ
、
南

次
郎
総
督
の
「
こ
の
光
栄
を
肝
に
銘
じ
、
大
任
を
完
遂
せ
よ
」
と
い
う
談
話
を
載
せ
た
。
「
半
島
の
母
に
き
く
新
た
な
覚
悟
」
と
題
し
た
談

話
記
事
で
は

「
何
に
警
(
た
と
)
え
ん
こ
の
誇
り
」
と
、
朝
鮮
の
「
軍
国
の
母
」
(
同
紙
)
た
ち
を
持
ち
上
げ
た
(
四
二
年
五
月
一

O
日
付
)
。

こ
の
徴
兵
制
実
施
に
つ
い
て
尾
高
朝
雄
京
城
帝
大
教
授
は

「
道
義
朝
鮮
の
建
設
と
は
、
日
本
精
神
が
朝
鮮
半
島
の
隅
々
に
ま
で
浸
徹
し
、

半
島
二
千
四
百
万
の
民
衆
が
心
の
底
か
ら
骨
の
髄
ま
で
完
全
な
日
本
人
と
な
り
切
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
強
調
し
、
「
朝
鮮
に
実
施
せ
ら

れ
る
徴
兵
制
度
の
根
本
義
も
、
こ
の
観
点
か
ら
深
く
洞
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
成
。
そ
こ
に
は
兵
力
不
足
を
補
う
た
め
死
地

に
赴
か
さ
れ
る
朝
鮮
人
学
徒
へ
の
思
い
は
ま
っ
た
く
な
い
。

京
城
日
報
は
こ
う
し
た
建
前
を
踏
ま
え
て
、
「
(
朝
鮮
の
)
歴
代
為
政
当
局
は
よ
く
一
視
同
仁
の
聖
旨
を
奉
戴
し
、
半
島
同
胞
を
し
て
名
実

共
に
皇
国
臣
民
た
ら
し
め
ん
こ
と
を
そ
の
統
治
の
目
標
と
し
、
内
鮮
一
体
た
る
こ
と
を
そ
の
根
本
理
念
と
し
て
、
す
べ
て
の
施
政
を
こ
の
大

目
的
に
帰
一
せ
し
む
べ
く
努
力
し
来
っ
た
の
で
あ
る
が
、
(
:
:
:
)
い
ま
や
皇
国
臣
民
化
は
着
々
と
し
て
実
現
し
つ
つ
あ
る
。
(
:
:
:
)
徴
兵
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制
の
施
行
は
(
:
:
:
)
三
十
有
余
年
間
の
施
政
中
最
大
の
画
期
的
業
績
で
あ
り
、
統
治
の
歴
史
的
結
実
で
あ
る
」
と
自
画
自
賛
し
た
(
四
二

年
五
月
一

O
日
付
社
説
)
。
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四
五
年
八
月
、
日
本
は
無
条
件
降
伏
し
、
朝
鮮
半
島
は
三
六
年
間
に
お
よ
ん
だ
植
民
地
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
だ
が
、
植
民
地
下
朝
鮮

メ
デ
ィ
ア
研
究
の
先
駆
者
だ
っ
た
金
圭
換
は
、
併
合
の
結
果
と
し
て
「
日
本
で
い
わ
ゆ
る
『
国
民
の
三
大
義
務
』
と
い
わ
れ
た
も
の
の
う
ち

納
税
、
徴
兵
だ
け
は
、
本
国
民
同
様
に
朝
鮮
人
に
も
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
肝
心
の
義
務
教
育
と
参
政
権
は
つ
い
に
実
現
さ
れ
る

こ
と
な
く
敗
戦
を
迎
え
た
」
と
制
度
面
の
根
本
的
差
別
を
明
確
に
批
判
し
が
)
。

植
民
地
時
代
の
日
本
メ
デ
ィ
ア
の
朝
鮮
論
に
対
す
る
研
究
に
尽
く
し
た
故
萎
東
鎮
氏
の
言
葉
は
重
い
。
す
な
わ
ち
「
日
帝
統
治
期
の
日
本

の
言
論
人
と
知
識
人
の
活
動
に
は
、
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
無
力
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
か
え
っ
て
日
本
帝
国
主
義
の
朝
鮮
支
配
に

同
調
し
、
日
本
民
衆
に
対
す
る
朝
鮮
蔑
視
感
と
民
族
排
外
主
義
の
鼓
吹
に
大
き
な
『
寄
与
』
を
し
た
点
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
」
日
。

明
日
へ
の
視
点

戦
後
日
韓
関
係
に
投
影

日
本
が
植
民
地
朝
鮮
で
行
っ
た
メ
デ
ィ
ア
政
策
は
、
戦
後
の
日
韓
関
係
に
そ
の
後
遺
症
と
し
て
刻
ま
れ
て
き
た
。

極
め
て
概
括
的
に
述
べ
る
と
|
|
。

植
民
地
時
代
の
メ
デ
ィ
ア
に
見
ら
れ
た
日
本
・
朝
鮮
半
島
の
垂
直
的
な
関
係
は
戦
後
、
米
ソ
冷
戦
期
の
「
反
共
」
政
策
の
下
で
、
国
力
に

ま
さ
る
日
本
の
親
韓
派
が
韓
国
の
親
日
派
を
助
力
、
啓
蒙
す
る
と
い
う
形
で
表
れ
た
。
そ
れ
が
政
経
両
面
に
わ
た
る
日
韓
癒
着
を
生
み
、
両



国
間
の
「
歴
史
問
題
」
を
覆
い
隠
し
て
、
国
民
レ
ベ
ル
の
和
解
を
阻
ん
で
き
た
。

そ
う
し
た
垂
直
関
係
の
マ
イ
ナ
ス
は
最
近
で
も
い
く
つ
か
の
事
態
で
顕
在
化
し
た
。

代
表
的
な
例
と
し
て
歴
史
教
科
書
問
題
が
あ
る
。

二
O
O
O年
、
文
部
省
に
検
定
申
請
さ
れ
た
「
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
」
が
主
導
、
編
集
し
た
中
学
歴
史
教
科
書
は
、
過
去
の

事
実
を
正
当
化
す
る
記
述
内
容
な
ど
が
指
摘
さ
れ
、
韓
国
や
中
国
か
ら
抗
議
の
声
が
上
が
っ
た
。
だ
が
、
自
民
党
中
枢
と
連
携
し
た
右
派
メ

デ
ィ
ア
は
、
か
つ
て
侵
略
を
受
け
た
隣
国
の
主
張
を
報
じ
る
メ
デ
ィ
ア
や
市
民
運
動
を
「
自
虐
史
観
」
に
よ
る
も
の
と
批
判
し
た
。

さ
ら
に
二

O
O三
年
六
月
、
韓
国
の
慮
武
絃
大
統
領
の
訪
日
直
前
に
自
民
党
幹
部
が

「
創
氏
改
名
は
朝
鮮
人
が
望
ん
だ
こ
と
」
と
い
う
趣

旨
の
誤
っ
た
発
言
を
し
た
。
韓
国
で
は
、
歴
史
の
事
実
を
直
視
し
な
い
一
部
の
日
本
メ
デ
ィ
ア
や
指
導
層
の
姿
勢
が
「
日
本
右
傾
化
の
象
徴
」

と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。

保
守
回
帰
の
流
れ
の
上
で
二

O
O四
年
八
月
、
東
京
都
教
育
委
員
会
は
二

O
O五
年
春
開
校
す
る
都
立
中
高
一
貫
校
の
教
科
書
と
し
て
前

記
教
科
書
を
採
択
し
た
。

そ
れ
は
日
本
社
会
の
長
期
的
な
閉
塞
状
況
が
生
む
現
象
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
イ
ラ
ク
戦
争
後
の
「
復
興
支
援
」

の
た
め
に
自
衛
隊
が
初

め
て
「
海
外
派
兵
」
さ
れ
る
に
い
た
り
、
か
つ
て
列
強
の
圧
力
を
は
ね
返
そ
う
と
し
て
つ
い
に
侵
略
・
戦
争
の
道
を
歩
ん
だ
「
歴
史
の
教
訓
」

が
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
市
民
は
少
な
く
な
い
。
平
和
憲
法
の
足
元
が
揺
れ
て
い
る
状
況
下
、

メ
デ
ィ
ア
の
基
本
的
な
姿
勢
が
問
わ
れ

て
い
る
。2.

変
化
の
芽
も

一
方
で
、
日
韓
の
水
平
的
な
関
係
の
芽
生
え
は
重
要
で
あ
る
。
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す
で
に
七

0
年
代
中
盤
、
朴
正
照
独
裁
政
権
の
弾
圧
に
抵
抗
し
た
東
亜
日
報
の
言
論
闘
争
(
七
四
|
七
五
年
)
で
、
少
な
か
ら
ぬ
日
本
市

民
が
闘
争
を
励
ま
す
自
主
広
告
を
同
紙
に
寄
せ
た
。

210 

韓
国
の
強
権
政
治
と
そ
れ
に
抗
す
る
市
民
の
姿
を
伝
え
た

「
韓
国
か
ら
の
通
信
」
(
岩
波
書
庖
「
世
界
」
七
三
年
五
月
号
|
八
八
年
三
月

号
)
は
、
自
ら
筆
者
「
T
K
生」

で
あ
る
こ
と
を
明
か
し
た
池
明
観
・
前
翰
林
大
学
日
本
学
研
究
所
所
長
(
当
時
は
東
京
女
子
大
教
授
)
に

よ
っ
て
、

そ
れ
が
「
日
韓
民
衆
の
連
帯
と
世
界
的
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
成
果
」

で
あ
る
こ
と
が
跡
づ
け
ら
れ
た
(
同
誌
二

0
0三
年
九
月
号
)
。

(
日
)

二
O
O二
年
サ
ッ
カ
ー

w杯
は
日
韓
メ
デ
ィ
ア
に
新
た
な
可
能
性
を
提
示
し
た
。
そ
れ
は
民
主
主
義
が
貫
か
れ
る
な
ら
ば
、
メ
デ
ィ
ア
に

は
民
族
間
の
和
解
を
促
す
力
が
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
み
せ
た
。

本
研
究
は
、
池
明
観
先
生
の
示
唆
に
触
発
さ
れ
て
始
ま
っ
た
。
植
民
地
期
メ
デ
ィ
ア
の
研
究
は
さ
ら
に
、
日
本
敗
戦
・
朝
鮮
解
放
前
後
の

日
本
と
朝
鮮
半
島
の
政
治
の
関
わ
り
ゃ
人
々
の
向
き
合
い
方
と
交
流
も
掘
り
下
げ
る
こ
と
で
、
二
一
世
紀
の
日
韓
市
民
の
あ
り
方
を
探
る
手

が
か
り
を
提
供
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
、
池
明
観
先
生
が
提
唱
す
る
米
国
の
歴
史
家
、
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
1
著
『
敗
北
を
抱
き
し
め
て
』

韓
国
版
に
と
っ
て
不
可
欠
の
史
料
を
構
成
す
る
は
ず
で
あ
る
。



注

(1)

「
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
」
主
導
で
編
集
さ
れ
た
中
学
歴
史
教
科
書
は
「
歴
史
を
学
ぶ
と
は
、
今
の
時
代
の
基
準
か
ら
み
て
、
過
去
の

不
正
や
不
公
平
を
裁
い
た
り
、
告
発
し
た
り
す
る
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
」
と
、
過
去
の
擁
護
に
つ
な
が
る
主
張
を
し
て
い
る
(
扶
桑
社
発
行

「
市
販
本
」
、
二

O
O
一年)。

(2)

「
三
千
里
」
は
一
九
二
九
|
四
二
年
、
新
聞
記
者
出
身
で
詩
人
の
金
東
燥
が
発
行
し
た
日
本
語
と
ハ
ン
グ
ル
混
用
の
綜
合
雑
誌
。
総
督
府
の
検
閲

に
苦
し
み
、
日
中
戦
争
後
は
親
日
色
を
強
め
て
、
「
大
東
亜
」
と
改
題
し
た
(
鄭
晋
錫
「
巴
人
金
東
換
と
『
三
千
里
』
」
一
九
九
五
年
参
照
)
。

(3)
京
城
日
報
は
伊
藤
博
文
が
一
九

O
六
年
、
統
監
府
の
機
密
費
か
ら
予
算
を
出
し
、
既
存
の
邦
字
二
紙
を
買
収
じ
て
創
刊
。
経
営
、
人
事
と
も
統

監
府
と
総
督
府
が
握
っ
た
。
伊
藤
は
ほ
か
に
、
植
民
地
経
営
に
対
し
て
外
国
人
の
理
解
を
求
め
る
目
的
で
一
九

O
七
年
、
英
字
紙
「
ソ
ウ
ル
・

プ
レ
ス
」
を
創
刊
し
た
。
植
民
地
当
局
機
関
紙
は
ほ
か
に
、
侵
略
に
抵
抗
し
た
民
族
紙
「
大
韓
毎
日
申
報
」
を
買
収
し
て
一
九
一

O
年
に
創
刊

し
た
ハ
ン
グ
ル
新
聞
「
毎
日
申
報
」
(
三
八
年
「
毎
日
新
報
」
に
改
題
)
が
あ
っ
た
。

(4)
統
監
府
時
代
と
総
督
府
初
期
の
民
族
紙
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
金
圭
焼
「
植
民
地
下
朝
鮮
に
お
け
る
言
論
お
よ
び
言
論
政
策
史
」
(
一
九
五
九
年
)

七
六
l

八
四
夏
参
照
。
金
圭
燥
氏
(
故
人
)
は
植
民
地
朝
鮮
の
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
。
同
論
文
は
東
京
大
学
の
学
位
論
文
で
あ
る
。

(5)
前
掲
論
文
八
四
l

八
八
頁
参
照
。

(6)
同
九
二
1

九
六
頁
参
照
。

(7)

コ
リ
ア
研
究
所
編
訳
『
消
さ
れ
た
言
論
政
治
編
』
未
来
社
、
一
九
九

O
年
、
三

O
八
l

一三
O
頁
(
朝
鮮
総
督
府
警
務
局
刊
「
諺
文
新
聞
差
押

記
事
輯
録
」

H
邦
字
訳
H
か
ら
の
引
用
)
。

(8)
創
氏
改
名
に
つ
い
て
京
城
帝
大
教
授
を
務
め
た
鈴
木
武
雄
は
自
著
『
朝
鮮
統
治
の
性
格
と
実
績
|
|
反
省
と
反
批
判
』
で
、
「
形
式
的
皇
民
化
運

動
に
利
用
さ
れ
、
遂
に
創
氏
制
度
本
来
の
意
義
は
没
却
さ
れ
て
(
:
:
:
)
末
端
行
政
当
局
に
よ
っ
て
自
己
の
皇
民
化
行
政
の
成
績
を
誇
示
す
る
手

段
と
し
て
強
制
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
朝
鮮
人
の
反
感
を
冒
(
う
に
過
ぎ
な
い
結
果
と
な
っ
た
」
と
述
懐
し
た
。
(
大
蔵
省
管
理
局
『
日
本
人
の
海
外

活
動
に
関
す
る
歴
史
的
調
査
・
通
巻
第
一
一
冊
朝
鮮
編
第
一

O
分
冊
付
録
』
九
!
一

O
頁
、
ソ
ウ
ル
・
高
麗
書
林
、
一
九
九
五
年
)
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(9)
京
城
帝
国
大
学
衛
生
調
査
部
に
よ
る
と
、
「
土
幕
民
の
生
活
状
態
は
(
:
:
:
)
最
も
悲
惨
で
、
日
本
領
土
内
諸
細
民
群
中
、
最
下
位
に
位
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
」
(
『
土
幕
民
の
生
活
・
衛
生
』
岩
波
書
庖
、
一
九
四
二
年
、
一
七
七
頁
)
。

(
叩
)
東
亜
日
報
廃
刊
の
事
情
に
つ
い
て
、
韓
国
四
・
七
言
論
人
会
編
『
韓
国
新
聞
綜
合
社
説
選
集
|
|
日
帝
編
』
(
一
九
八
四
年
)
は
「
(
当
局
が
)
経

理
不
正
事
件
と
独
立
運
動
資
金
を
出
し
た
と
い
う
担
造
劇
を
仕
立
て
、
重
役
と
幹
部
た
ち
を
大
挙
拘
束
す
る
な
ど
、
狂
的
な
悪
行
を
働
い
た
」

と
し
て
い
る
。

(U)
日
章
旗
抹
消
事
件
に
つ
い
て
『
東
亜
日
報
社
史
巻
一
』
(
一
九
七
五
年
四
月
)
は
「
孫
基
禎
選
手
の
マ
ラ
ソ
ン
世
界
制
覇
は
、
勝
利
の
経
験
が
少

な
い
わ
が
民
族
を
興
奮
さ
せ
、
こ
の
勝
利
の
栄
光
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
持
ち
え
ず
、
日
本
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
憤
り
が
爆
発
し
た
。
(
:
:
:
)

民
族
代
弁
紙
を
自
任
し
て
き
た
本
報
東
亜
日
報
が
無
頓
着
に
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
だ
れ
の
指
示
で
も
な
く
命
令
で
も
な
い
、

ほ
と
ん
ど
自
然
発
生
的
な
本
報
の
体
質
か
ら
湧
き
出
た
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
ロ
)
尾
高
「
道
義
朝
鮮
と
徴
兵
制
度
」
(
雑
誌
「
朝
鮮
」
一
九
四
二
年
七
月
号
、
一
八
頁
)
。
尾
高
(
一
八
九
九
・
一
・
二
八

1
一
九
五
六
・
五
・
一
五
)

は
京
城
(
現
ソ
ウ
ル
)
生
ま
れ
。
一
九
二
八
l

四
四
年
京
城
帝
大
助
教
授
、
教
授
。
四
四
年
五
月
か
ら
東
大
教
授
、
法
理
学
(
の
ち
法
哲
学
)
講

座
を
担
当
。
『
法
哲
学
概
論
』
は
標
準
的
教
科
書
と
し
て
広
く
読
ま
れ
た
(
『
〔
現
代
日
本
〕
朝
日
人
物
事
典
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九

O
年
参
照
)
。

(
臼
)
金
圭
燥
前
掲
論
文
、
三

O
一
頁
参
照
。

(
比
)
菱
東
鎮
『
日
本
言
論
界
と
朝
鮮
一
九
一

O
i
一
九
四
五
』
一
一
一
七
一
ー
三
七
二
頁
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
八
四
年
。

(
日
)
例
え
ば
朝
日
新
聞
と
東
亜
日
報
は
約
一
ヵ
月
の
大
会
期
間
を
通
じ
て
、
日
韓
新
聞
史
上
で
初
め
て
両
紙
の
記
者
の
コ
ラ
ム
を
交
換
し
、
原
文
(
訳

っ
き
)
で
掲
載
し
た
。
同
様
に
植
民
地
支
配
を
テ

1
マ
と
す
る
在
日
作
家
、
柳
美
里
の
小
説
「
八
月
の
果
て
」
を
同
時
連
載
し
た
こ
と
も
初
の
試

み
で
あ
る
。

*
本
稿
の
内
、
植
民
地
下
の
メ
デ
ィ
ア
研
究
は
国
際
交
流
基
金
の
助
成
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

*
本
稿
は
二

O
O四
年
一
月
に
聖
学
院
本
部
で
聞
か
れ
た
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
日
韓
現
代
史
研
究
セ
ン
タ
ー
の
研
究
会
に
お
け
る
発
表
内
容
を

中
心
に
、
『
日
本
の
メ
デ
ィ
ア
と
は
何
か
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二

O
O四
年
)
に
収
載
さ
れ
た
拙
稿
「
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
メ
デ
ィ
ア
に
表

れ
た
日
本
及
び
日
本
人
|
|
戦
後
日
韓
関
係
へ
の
投
影
と
変
化
の
芽
|
|
」
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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